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指定地域密着型（介護予防）サービス事業所等の指定状況について 

 

１ 地域密着型（介護予防）サービス事業所の廃止 

  以下の事業所の廃止について、報告する。 

 

 

（１）ＳＯＭＰＯケア いきいき小日向 小規模多機能 

所 在 地 文京区小日向二丁目８番 15 号 

サ ー ビ ス 種 別 （介護予防）小規模多機能型居宅介護 

運 営 法 人 ＳＯＭＰＯケア株式会社 

廃 止 年 月 日 令和８年２月 28 日 

廃 止 事 由 人員不足のため 

 

 

（２）文京千駄木高齢者在宅サービスセンター 

所 在 地 文京区千駄木五丁目 19番２号 

サ ー ビ ス 種 別 （介護予防）認知症対応型通所介護 

運 営 法 人 社会福祉法人桜栄会 

廃 止 年 月 日 令和８年３月 31 日 

廃 止 事 由 事業終了のため 

 

 

 

 

２ 介護予防支援事業所の廃止 

  以下の事業所について、事業の廃止を行うため、報告する。 

 

 

（１）千駄木介護予防支援事業所 

所 在 地 文京区千駄木五丁目 19番２号 

サ ー ビ ス 種 別 介護予防支援 

運 営 法 人 社会福祉法人桜栄会 

廃 止 年 月 日 令和８年３月 31 日 

廃 止 事 由 運営法人変更のため （３（１）参照） 
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３ 介護予防支援事業所の新規指定 

以下の事業所について、新規指定を行うため、報告する。 

 

 

（１）千駄木介護予防支援事業所 

所 在 地 文京区千駄木五丁目 19番２号 

サ ー ビ ス 種 別 介護予防支援 

運 営 法 人 社会福祉法人奉優会 

指 定 年 月 日 令和８年４月１日 

指 定 事 由 運営法人変更による新規指定 

職 員 体 制 

管 理 者  常勤１人 

担 当 職 員  本所と分室それぞれ 1人以上 

担当職員は、保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験のある

看護師等 

以上のとおり、人員基準を満たす予定である。 

 

 

 

 

４ 地域密着型（介護予防）サービス事業所の指定更新 

以下の事業所について、指定基準を満たしていることを確認し、指定更新を行ったため、

報告する。 

 

 

（１）小石川デイサービスセンター 

所 在 地 文京区春日二丁目４番８号 

サ ー ビ ス 種 別 認知症対応型通所介護 

利 用 定 員 10 人 

運 営 法 人 社会福祉法人龍岡会 

指 定 更 新 年 月 日 令和８年３月１日 

職 員 体 制 

管 理 者   常勤 1人 

生 活 相 談 員   サービス提供時間内に１人以上 

看護職員又は介護職員   ２人以上（うち常時１人以上） 

機能訓練指導員   １人以上 
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（２）優っくり小規模多機能介護文京小日向 

所 在 地 文京区小日向一丁目 23番 26 号 

サ ー ビ ス 種 別 （介護予防）小規模多機能型居宅介護 

利 用 定 員 29 人 

運 営 法 人 社会福祉法人奉優会 

指 定 更 新 年 月 日 令和８年３月１日 

職 員 体 制 

管 理 者  常勤 1人 

介護支援専門員  １人以上 

介 護 従 業 者  常勤換算方法で通いサービス利用者の数が

３人又はその端数を増すごとに１人以上、

うち看護師又は准看護師１人以上、訪問サ

ービスの提供に当たる者１人以上 

 

（３）優っくりグループホーム文京小日向 

所 在 地 文京区小日向一丁目 23番 26 号 

サ ー ビ ス 種 別 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

利 用 定 員 18 人（９人×２ユニット） 

運 営 法 人 社会福祉法人奉優会 

指 定 更 新 年 月 日 令和８年３月１日 

職 員 体 制 

管 理 者  常勤 1人 

計画作成担当者  １人以上 

介 護 従 業 者  常勤換算方法で利用者の数が３人又はその

端数を増すごとに１人以上 

 

（４）特別養護老人ホーム文京小日向の家 

所 在 地 文京区小日向一丁目 23番 26 号 

サ ー ビ ス 種 別 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

利 用 定 員 24 人 

運 営 法 人 社会福祉法人奉優会 

指 定 更 新 年 月 日 令和８年３月１日 

職 員 体 制 

管 理 者     常勤 1人 

医 師     必要数 

生 活 相 談 員     １人以上 

介護職員又は看護職員  常勤換算方法で入所者の数が３人又

はその端数を増すごとに１人以上、

うち看護職員１人以上 

（管理）栄養士     １人以上 

機能訓練指導員     １人以上 

介護支援専門員     １人以上 
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（５）地域密着型特別養護老人ホーム 文京大塚みどりの郷 

所 在 地 文京区大塚四丁目 50 番１号 

サ ー ビ ス 種 別 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

利 用 定 員 29 人 

運 営 法 人 社会福祉法人洛和福祉会 

指 定 更 新 年 月 日 令和８年４月１日 

職 員 体 制 

管 理 者     常勤 1人 

医 師     必要数 

生 活 相 談 員     １人以上 

介護職員又は看護職員  常勤換算方法で入所者の数が３人又

はその端数を増すごとに１人以上、

うち看護職員１人以上 

（管理）栄養士     １人以上 

機能訓練指導員     １人以上 

介護支援専門員     １人以上 

 

 

（６）リハビリ道場 

所 在 地 文京区大塚六丁目 27 番６号 グリーンハウス 

サ ー ビ ス 種 別 地域密着型通所介護 

利 用 定 員 ９人 

運 営 法 人 ＰＴ有限会社 

指 定 更 新 年 月 日 令和８年４月１日 

職 員 体 制 

管 理 者     常勤 1人 

生 活 相 談 員     １人以上 

介護職員又は看護職員  常時１人以上 

機能訓練指導員     １人以上 

 


